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【 資 料 第 １ 号 】 

                          子ども家庭部幼児保育課 

 

文京区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の 

一部を改正する条例案の主な内容 

 

１ 改正理由 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）の一部改正に伴い、引用条文の整備を行うとともに、保育所保

育指針について、厚生労働大臣が定めると規定されていたものが、内閣総理大臣が

定めるものへ改正されたことに係る規定の整備を行う。 

 

２ 新旧対照表 

改正案 現行 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第十五条 特定教育・保育施設は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じて、それぞ

れ当該各号に定めるものに基づき、小学

校就学前子どもの心身の状況等に応じ

て、特定教育・保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

第十五条 特定教育・保育施設は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じて、それぞ

れ当該各号に定めるものに基づき、小学

校就学前子どもの心身の状況等に応じ

て、特定教育・保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

一 幼保連携型認定こども園（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成十八

年法律第七十七号。以下この号及び次

号において「認定こども園法」とい

う。）第二条第七項に規定する幼保連

携型認定こども園をいう。以下同じ。）

 幼保連携型認定こども園教育・保育

要領（認定こども園法第十条第一項の

規定に基づき主務大臣が定める幼保

連携型認定こども園の教育課程その

他の教育及び保育の内容に関する事

項をいう。次項において同じ。） 

一 幼保連携型認定こども園（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成十八

年法律第七十七号。以下この号及び次

号において「認定こども園法」とい

う。）第二条第七項に規定する幼保連

携型認定こども園をいう。以下同じ。）

 幼保連携型認定こども園教育・保育

要領（認定こども園法第十条第一項の

規定に基づき主務大臣が定める幼保

連携型認定こども園の教育課程その

他の教育及び保育の内容に関する事

項をいう。次項において同じ。） 

二 認定こども園（認定こども園法第三

条第一項又は第三項の認定を受けた

施設及び同条第十項の規定による公

示がされたものに限る。） 次号及び

二 認定こども園（認定こども園法第三

条第一項又は第三項の認定を受けた

施設及び同条第十一項の規定による

公示がされたものに限る。） 次号及
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第四号に掲げる事項 び第四号に掲げる事項 

三 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育

法（昭和二十二年法律第二十六号）第

二十五条の規定に基づき文部科学大

臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。） 

三 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育

法（昭和二十二年法律第二十六号）第

二十五条の規定に基づき文部科学大

臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。） 

四 保育所 児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和二十三年厚生

省令第六十三号）第三十五条の規定に

基づき保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針 

四 保育所 児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和二十三年厚生

省令第六十三号）第三十五条の規定に

基づき保育所における保育の内容に

ついて厚生労働大臣が定める指針 

２ （略） ２ （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第四十四条 特定地域型保育事業者は、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第三十五条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について内閣総理大

臣が定める指針に準じ、それぞれの事業

の特性に留意して、小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて、特定地域型保

育の提供を適切に行わなければならな

い。 

第四十四条 特定地域型保育事業者は、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第三十五条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について厚生労働大

臣が定める指針に準じ、それぞれの事業

の特性に留意して、小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて、特定地域型保

育の提供を適切に行わなければならな

い。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


